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最近、政府の追加経済対策として住宅購入時の
贈与税減税が議論されております。現行の贈与
税は、個人から財産をもらったときにかかる税
金です。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続
時精算課税」の 2つがあり、一定の要件に該当
する場合に「相続時精算課税」を選択すること
ができます。

〈暦年課税〉
　贈与税は一人の人が 1月 1日から12月31日ま
での 1年間にもらった財産の合計額から基礎控
除額の110万円を差し引いた残りの額に対して
かかります。したがって、 1年間にもらった財
産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかり
ません。（この場合､贈与税の申告は不要です。）
　また、110万円を超える財産をもらったとき
であっても、夫婦の間で居住用の不動産又は居
住用の不動産を取得するための金銭の贈与を受
けて配偶者控除を受ける場合には贈与税がかか
らないことがあります。
　なお、 1年間にもらった財産の合計額が110
万円以下でも贈与税がかかる場合があります。
それは、贈与を受けた年の前年以前 4年以内に
父母等から住宅取得資金等の贈与の特例（暦年
課税：平成17年12月31日までの贈与に適用があ
りました。）の適用を受けていた場合です。

〈相続時精算課税〉
　「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに

その年の 1月 1日から12月31日までの 1年間に
贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500
万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与
税がかかります。(この特別控除額は贈与税の
期限内申告書を提出する場合のみ控除すること
ができます。また、前年以前にこの特別控除の
適用を受けた金額がある場合には、2,500万円
からその金額を控除した残額がその年の特別控
除限度額となります。)
　なお、平成21年12月31日までに、住宅取得等
資金の贈与を受けた場合には2,500万円の特別
控除額のほかに1,000万円までの住宅資金特別
控除額を控除することができます。
「相続時精算課税」は、受贈者である子それぞ
れが贈与者である父、母ごとに選択できます
が、いったん選択すると選択した年以後贈与者
が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課
税に変更することはできません。
　また、次のような場合は、贈与を受けたとみ
なされて贈与税がかかることになっています。
自分が保険料を負担していない生命保険金を受
け取った場合、あるいは債務の免除などにより
利益を受けた場合などです。ただし、死亡した
人が自分を被保険者として保険料を負担してい
た生命保険金を受け取った場合は、贈与税でな
く相続税の対象となります。
　贈与税がかかる場合には、財産をもらった人
が申告と納税をする必要があります。申告と納
税は、財産をもらった年の翌年 2月 1日から 3
月15日の間に行ってください。
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